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１．フードビジネスプロジェクトの取組状況
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○岩下委員長 それでは、ただいまから、成長

産業・ＴＰＰ対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

概要説明は、総合政策部、商工観光労働部、

農政水産部に一緒においでいただいております。

本委員会の調査事項の一つである、「フードビ

ジネスの展開と取組に関すること」を踏まえま

して、総合政策部から、まず、「フードビジネス

プロジェクトの取組状況について」、現状報告と

今後の年次別推進状況の考え方等について、次

に、「みやざきフードビジネス雇用拡大推進事業

について」、事業の具体的な内容や募集状況等に

ついて説明していただくことにしております。

その後、次回委員会などについて、御協議い

ただきたいと思います。

このように進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○岩下委員長 おはようございます。本日は、

総合政策部、商工観光労働部、農政水産部にお

いでいただきました。どうもありがとうござい

ます。

では、早速でございますが、概要説明をよろ

しくお願いいたします。

○土持総合政策部長 おはようございます。総

合政策部長の土持でございます。ただいま、委

員長のほうからお話がございましたとおり、本

日も、商工観光労働部、それから農政水産部、

３部合同で参っております。どうぞよろしくお

願いをいたします。

本日、御報告いたします項目につきまして説

明をいたします。

お手元にお配りをしております資料の表紙を

お開きいただきたいと思います。

目次をごらんください。今回は、御指示のあ

りました２つの項目、「フードビジネスプロジェ

クトの取組状況について」及び「みやざきフー

ドビジネス雇用拡大推進事業について」、いずれ

も総合政策部のほうから御説明をすることとい

たしております。

詳細につきましては、担当課長から説明をい

たしますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○井手フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス推進課でございます。

まず、１項目めのフードビジネスプロジェク

トの取組状況につきましてでございます。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。「委員会資料」１ページでございます。

「フードビジネスプロジェクトの取組状況に

ついて」ということで、この資料、各プロジェ

クトのテーマごとに、主な取組状況につきまし

て、「生産」「加工」「販売」の３つの領域の観

点からまとめたものでございます。

まず、（１）拡大プロジェクトの①宮崎の食肉

でございます。

この項目、宮崎牛を初めとした県産の豚、鶏

の知名度の向上、販売力の強化、消費拡大等に

取り組むこととしておりまして、生産の分野で

ございますと、ミヤチクさんの御池農場の整備

による豚出荷頭数の増加でございますとか、地
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頭鶏の新たな生産体制の構築、また、加工の分

野でございますと、県内10カ所の食肉センター

等の実態調査、また、加工商品の新規開発の支

援等を行ってきております。

販売の分野でございますと、東京市場への生

体出荷の拡大、また、宮崎牛のインターネット

販売の実施でありますとか、香港、マカオ等、

国内外におけるプロモーションを実施してきた

ところでございます。

その次、２番目の宮崎の加工・業務用農水産

物でございます。

この項目、冷凍野菜の需要拡大、カット野菜、

レトルト食品事業への対応でありますとか、ま

た、果実の加工品の販売拡大に取り組んでおり

ます。

生産の分野でございますと、モデル輪作体系

の実証でありますとか、省力・低コストの機械

の導入等を図りまして、加工・業務用の野菜生

産組織の育成等を図ってきたところであります。

また、日向夏の夏季の出荷試験でありますと

か、加工の分野でございますと、冷凍ミックス

野菜等の詰め合わせ商品の開発、完熟マンゴー

の冷凍食品の製造拡大等を行ってきております。

販売の分野でございますと、県産魚のレベル

アップの検討委員会等も設置する予定でござい

ます。

その次の③宮崎の焼酎でございます。

ここでは、焼酎の販路拡大のほか、原料確保

に向けた焼酎メーカー等の意見交換等を行って

きたところであります。

販売の拡大の分野でございますと、焼酎フェ

アの開催、もしくは中国からのバイヤーの招聘

等を行ってきております。

その次が（２）挑戦のプロジェクトでござい

ます。

これは、それぞれの分野で課題に取り組んで

いるところでございまして、まず、①の連携と

参入による産地力の強化。これにつきましては、

企業の農業参入の推進でありますとか受け皿づ

くり等を行っております。

その取組事例といたしまして、日向中島鉄工

所、日之出酸素、また生産者の共同によります、

ひむか野菜光房における太陽光利用型の植物工

場の設置でありますとか、ローソン、ＪＲ九州

等の大規模施設園芸参入等がございます。

また、今後の誘致を目指しまして、庁内部局

連携の上で企業情報の収集、また誘致活動に当

たっているところでございます。

めくっていただきまして、２ページでござい

ます。

②フードビジネスを広げる加工・製造の項目

でございます。

この項目、食品製造業の拡大でありますとか、

食品開発センター「オープンラボ」の開設を視

野に入れた新商品の開発、加工技術の向上に取

り組むこととしておりまして、まず、加工の分

野でございますと、発展型食品産業振興事業で

ありますとか、みやざき農商工連携応援ファン

ド事業、また高付加価値化事業等によります新

商品開発・市場開拓の支援を行ってきたところ

であります。

また、オープンラボの活用を目指しまして、

食品開発モデルの実施も行っております。

販売の分野におきましては、宮崎空港ビルに

おけるチャレンジショップの設置でありますと

か、アグリフードEXPO2013等、展示会の出展、

また、クレーム総合展等の開催もしております。

③でございます。効率的な物流や多様な販売

ルート、海外輸出拡大の項目でございまして、

これは、先般、行われました香港事務所の開設
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式、それに伴う知事のセールスプロモーション

等、海外におけるセールスプロモーションであ

りますとか、また、近々にでございますが、ネッ

トビジネスの勉強会等も開催する予定でござい

ます。

そのほか、民間調査機関を活用しました取引

状況の分析でありますとか、物流・商流の専門

家との意見交換会を庁内で行っております。

④の「食」による誘客と地産地消の拡大でご

ざいます。

これは、誘致の面として、まず、宮崎出身の

在京の有名シェフによる食の魅力向上の取り組

みといたしまして、今月末になりますが、宮崎

でシェフサミットなるイベントを開催すること

としております。

また、先般、ホテル・旅館組合と連携した宮

崎牛のすき焼きレシピ開発でありますとか、す

き焼きを核とした誘客キャンペーンの実施等、

宮崎牛の新しい食べ方の提案等に取り組んでい

るところでございます。

（３）イノベーションプロジェクトでござい

ます。３つ目のプロジェクトでございますが、

これにつきましては、食の安全・安心・健康の

面から、付加価値化や県産キャビア、ＩＣＴの

利活用を図っているところでございまして、ま

ず、①の食の安全・安心・健康「日本一」のみ

やざきづくりにおきましては、研究・分析体制

の強化でありますとか、ＧＡＰの普及定着のた

めの研修会の実施、また、促成ピーマンにつき

ましては、健康に着目した商品としての認証を

行ったところであります。

②の「日本一」のキャビアの産地づくりでご

ざいますが、県内11の養殖業者による事業協同

組合を設立いたしまして、11月10日には、宮崎

県産キャビアの販売開始を記念したレセプショ

ンを東京で行うこととしております。

③番目の新技術による先進的な生産・製造の

面でございます。これにつきましては、ＩＣＴ

を利用したほ場管理システムでありますとか、

木質バイオマスの暖房機の普及に取り組んでお

ります。

次に、３ページ目でございますが、それぞれ、

今まで申し上げました各プロジェクトの取り組

みを推進していくための基盤整備ということで、

３点まとめております。

外部人材の活用、また、人材の育成・研究機

能の強化、情報収集・発信、機運の醸成、体制

整備ということでそれぞれ取り組んでおります

が、まず、（１）のところに書いておりますけれ

ども、戦略産業雇用創造プロジェクトというこ

とで、厚生労働省の補助金をいただきまして、

外部人材の確保・活用に取り組んでいるところ

でございます。

また、人材育成の分野では、先ほどと重複し

ますが、研究・分析機能の強化ということで、

今後、優秀な「ポスドク」と言われるような方

々を利活用できないかということで、今リスト

アップをしてるところであります。

また、フードオープンラボにつきましては、

１月着工ということを目指して、今、事務手続

に取り組んでおります。

情報収集・発信の分野でございますが、今月

中にはフードビジネスの相談センターを宮崎市

の中心部に開設する予定としまして、今、事務

を進めているところでございます。

また、今までお配りをしておりますけれども、

「フードビジネスかわらばん」というものを２

回発行しております。これも順次発行していく

ということにしております。

続きまして、その下、地域・市町村における
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取組でございますが、県内７地域で地域ネット

ワーク会議を設置しておりまして、地域別のテ

ーマを設定して検討しております。地域別につ

いては、その下に書いてあるとおりでございま

す。

ただ、西諸のところ、まだ検討中となってお

りますけれども、ここにつきましては、地元関

係機関ときめ細かい議論をしたいということで、

今もなお、いろんなテーマを取り上げて、どこ

に向けていくか議論をしているということで聞

いております。

詳細につきましては、お手元にＡ３版横の資

料を別途お配りしていると思います。また後ほ

どごらんいただきたいと思います。

続きまして、４ページ目、横の資料になって

おりますけども、今後のフードビジネス振興構

想の推進につきまして、28年度までを、この矢

印で示しておりますけれども、４つの軸で整理

をいたしまして、年次別の推進の考え方を整理

したものでございます。

まず、25年度からなんですけれども、一番上

のフードビジネスのプロジェクトの進め方とし

ましては、今年度、プロジェクトの項目の設定、

体制の構築を行って、今、関係団体、企業と連

携体を形成して進めているところでございます。

これにつきましては、26年度におきまして、今

年度の取り組みを検証いたしまして、追加項目

等ないか、また、短期的取組、中長期的取組の

仕分け等を行いまして、重点的な品目、ターゲッ

トとするようなマーケットの設定等を行い、指

標、目標を決めていこうと考えております。

順次、27年度におきましても、同様に検証を

行いまして進めていくこととしております。

また、その下の３つの軸でございますが、推

進基盤の整備、外部人材の確保、人材育成のプ

ログラム等でございます。この３つの軸におき

ましては、上のフードビジネスのプロジェクト

を推進するものとしまして、将来の本県産業を

下支えする基盤の部分でありますとか人材の育

成、これにつきましてプロジェクトの進捗に合

わせながら段階的に進めていきたいと思ってお

ります。

それぞれ４つの軸を進めながら、28年度にお

きまして、指標や目標達成度を踏まえたプロジェ

クト全体を検証いたしまして、再構築し、取組

の指標や目標を再設定をしまして、最終的に32

年度の構想の目標値に向けて進めてまいりたい

と思っております。

目指す姿としましては、ここにも書いてあり

ますように、雇用の創出と農業所得の向上でご

ざいます。

プロジェクトにつきましては、以上でござい

ます。

もう１項目、２項目めの、みやざきフードビ

ジネス雇用拡大推進事業につきましては、５ペ

ージでございます。

この事業につきましては、先ほどちょっと申

し上げました、採択いただきました厚生労働省

の戦略産業雇用創造プロジェクト、この事業を

活用したものでございまして、事業概要にあり

ますとおり、新分野進出や事業拡大等による雇

用の創出を図るために、外部専門人材の活用、

中核人材の育成事業を行う企業を募集し、その

経費、人件費等につきまして補助をするもので

ございます。

補助の対象事業といたしましては、企業内外

の専門人材の活用・育成による事業拡大に必要

な人材育成もしくは経営基盤の強化、この辺の

事業、また、中核的な人材等を新たに雇い入れ

て計画的に育成し、事業拡大していく、この中
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核的人材の分の人件費等の事業を対象としてお

ります。

補助の対象経費及び期間につきましては、企

業外の専門人材につきましては、平成27年度末

までの人件費、企業内の専門人材につきまして

は、開始から１年間、また中核人材の雇用の部

分に関しましては、雇用から半年間という期間

で補助をしていくこととなっております。

補助の予算上の基準額でございますが、企業

外の専門人材につきましては、日当としまして

５万円、企業内の専門人材及び中核人材としま

しては、人件費としまして、給料月額の30万2,000

円を予算上計上しております。

スケジュールでございますが、まず、もう終

わっておりますけれども、事業の説明会を10月11

日に行いました。これは宮崎と延岡で同時開催

をしまして、それぞれのところに来ていただき

まして、民間事業者で127社、あと、関係団体、

金融機関80団体に来ていただきました。

公募につきましては、４日から始めておりま

して、きのうの31日まで公募しておりまして、

きのう締め切りまして48社の応募がありました。

今後はこの応募のあった48社につきまして審

査をしまして、今月中には採択決定をしたいと

思っております。

説明、以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終わりました。御意見、質疑

がございましたら、御発言をお願いいたします。

○鳥飼委員 今から頭の整理をさせてもらいた

い。当初、フードビジネスということで、知事

が今年度の当初予算を策定するときに、ぐっと、

総務部長のところへ上がった分よりか、かなり

引き上げましたよね。あれは幾らでしたかな。

○土持総合政策部長 フードということではあ

りませんけれども、成長産業６分野を想定して

おりますけれども、それに対しまして成長産業

加速化基金ということで、30億を措置したとこ

ろでございます。

○鳥飼委員 それで、その中で、フードビジネ

スに予算化をしたというのが、まあ、当初でで

すよ、各部あるわけですよね。私の頭の整理の

ために、ちょっと念のためお聞きしているんで

すが、各部の予算の中でそれぞれ、今、事業を、

このＡ３の中にも詳しく書いてあるように、い

ろいろこういう事業をやっていますよというよ

うなことで、きょうは農政と商工それぞれ部長

も来ていただいているんですけれども。ですか

ら、この事業そのものは総合政策部だけの予算

ではないということですよね。そうすると、お

おむね、額といいますか、フードビジネスに今

つぎ込んで、つぎ込んでるというのは語弊があ

りますけれども、予算化をされている額として、

総合政策部がトータルとしてやっているところ

のやつが１つありますね、それから、農政でやっ

ているところが１つありますよね、それから、

商工でやっているところがあると思うんですけ

れども、それが大まかにわかれば教えていただ

くといいんですけど。

○金子総合政策課長 フードビジネス関連の今

年度の予算総額につきましては、24億1,900万円

というふうになっておりまして、これは、総合

政策部のみならず、きょう出席しております関

係各部合算したものでございます。

先ほど、部長が申し上げましたとおり、それ

を重点的に推進していくために30億の基金、こ

れも創設されたということでございます。

○鳥飼委員 それで、総合政策部と、それから

商工と農政に、今言われた24億1,900万というの

が、それぞれのところでやっておられるわけで
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すね。額は大体わかりますかね。

○金子総合政策課長 その部ごとにということ

でございますか。

○鳥飼委員 そうです。

○金子総合政策課長 ちょっとお待ちください。

ちょっと調べます。─委員長、ちょっとお時

間をいただいてよろしいでしょうか、恐れ入り

ます。

○鳥飼委員 済いません、そういうことでお願

いしたいと思います。

それから、９月補正で１億5,500万ですかね、

みやざきブランド、みやざきフードビジネス雇

用創出プロジェクト、これは総合政策部のほう

で出されて、雇用の関係をするところなんです

が、それと、厚労省の、ここにあります戦略産

業雇用創出プロジェクトとの関連といいますか、

どういうふうにして、すみ分けといいますか、

一緒に活用していくということになると思うん

ですけれど、この戦略産業雇用創造プロジェク

トがどういうふうにして宮崎で展開をされてい

くのかというのをちょっと説明をいただきたい

のですが。

○井手フードビジネス推進課長 戦略産業雇用

創造プロジェクトにつきましては、厚労省に対

しまして、本県、フードビジネス振興というこ

とを主眼に提案をいたしまして、３年間で総額20

億6,000万の事業提案をしたところでございま

す。この３年間の間で毎年、そのうちから、20

億の中から国から補助金をいただいて、雇用に

関するプロジェクトを進めていくということに

しております。

９月議会で補正予算としてお願いをいたしま

した額は、その補助金等を含めた戦略産業雇用

創造プロジェクトの中の、その全体の中の一部

でございます。

○鳥飼委員 済いません。そうすると、25、26、27

でやっていいですよということで20億で、その

うち１億数千万を９月補正で出したということ

ですよね。これは、雇用ということですから、

雇用に特化をしたような形になっていくんです

か。

○井手フードビジネス推進課長 この戦略産業

雇用創造プロジェクトの事業、中身といたしま

しては、推進体制の整備と雇用拡大の推進と若

年労働者の就職支援の３つのメニュー、県で行

う部分にありまして、体制整備につきましては、

全体のマネジメントをする部分でございます。

雇用拡大推進事業というのが、主に県内の民間

事業者さんが雇用拡大に係る分について補助を

行うという部分でございまして、きょう御説明

をしましたみやざきフードビジネス雇用拡大推

進事業、この部分がそのほとんどになっており

ます。

あと、若年者の就職支援につきましては、就

職のための技能、知識の習得支援等を行う予定

でおります。

○岩下委員長 金子課長、わかりましたか。よ

ろしいですか。

○金子総合政策課長 ちょっとまだ、先ほどの

数字を確認中でございまして、申しわけござい

ません。

○鳥飼委員 それで、いろいろ入り口のところ

で説明をしていただいたんですが、例えば、こ

のＡ３の１ページの２つ目の箱のところの生産

・製造・加工の、その一番下の食肉関連企業の

立地等というのがありまして、地頭鶏ランド日

南西都加工センター建設とかジャパンミートと

か書いてあるんですけれども、これは、何らか

の補助事業があると思っていいんでしょうか。

それと、もう一つは、補助事業のないところ
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で自前でやってるところとかあるんですけれど

も、そういうのも入ってきているのか、そこら

辺で、例えばということで、これを確認をした

いと思います。

○井手フードビジネス推進課長 今回のその取

り組みの成果につきましては、直接的に補助事

業、支援事業があるもので、その支援事業によっ

て副次的に生み出されるようなもの、民間企業

さんの独自の努力なのか、県の働きかけなのか、

行政の働きかけなのか、微妙なところがあるも

のもあると思います。できるだけ多くの成果と

して拾っておりますが、先ほどの食肉関連企業

の立地等につきましては、例えば、企業誘致の

成果でありますとか、農業参入の誘致の成果で

ありますとか、その辺を中心に上げてきている

ところでございます。

○鳥飼委員 そうしますと、一連の県の企業誘

致なりの事業を進めている中で上がってくる場

合もあるから、直接的にこのフードビジネスで

の支援の結果ではない場合もありますよと、大

体拾ってありますよというふうな理解でいいん

でしょうか。

○井手フードビジネス推進課長 関与の薄いも

のまで全部拾っているわけではございませんで、

ある程度の関与のあるものを拾っております。

○鳥飼委員 わかりました。そうしますと、例

えば、宮崎県のフードビジネスにいろんな貢献

なり寄与なりはするけれども、関与が低いとい

うことで上げない場合もあるということですか。

これは、線を引くときに、フードビジネスで今

こういうふうなことで一生懸命頑張っている、

そこで関与は少ないけども大きな役割を果たす

というところもあるんではないかと思うんです

けれども、それはどんなふうなんでしょう。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） 現時

点での成果ということでいうと、企業立地を行っ

たり、あるいは補助事業を投下したりして出て

きたもの等がメーンで入っておりますけれども、

フードビジネス推進課をつくって全庁的にさま

ざまなプロジェクトを進めていく中で、企業へ

の働きかけを進めていくことで設備投資が行わ

れるもの等も今後はたくさん出てきますし、や

はり大きな狙いとしては、そういうことではな

いかなというふうに思っています。直接投入す

るというよりも、働きかけをしたり、あるいは

プロジェクト推進の中で企業マインドが高まっ

ていったりというふうなことも多く生み出して

いくのがこのフードビジネスの振興だというふ

うに思っておりますので、今後の整理としては、

直接的な行政投資がなくても、その成果として

生まれてきたもの、活動の成果として生まれて

きたものも、相当程度、成果としては上がって

くるべきものというふうには思っております。

○鳥飼委員 そうしますと、今のところは直接

的な成果として上がってきたものを上げていま

すよという理解ですね。わかりました。ちょっ

と頭の整理でお聞きしました。ありがとうござ

いました。

○右松委員 いろいろと説明を伺って、私は、

どうしても、ちょっと足りないんじゃないかな

と思うところがあります。先ほど、次長のほう

から話がありましたが、行政が動きをストップ

させた後も、民間が自然に活力を持ってもらえ

るような、そういう環境整備をしていくという

ことを言われました。であるならば、やはり、

私は、このプランをいろいろ見させてもらって、

中小零細の食品製造加工事業者、民間企業に重

きを置いた視点が、これどこに入ってるのかな

というのをちょっと調べてみたんですよ。すな

わち、民間企業が何を求めているのかなと、こ
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のフードビジネス、県に対して。もちろん県も

何ができるのかな。そう考えると、私は、やは

り民間の力の喚起をなくしてフードビジネスの

成功はないと、絶対これは思ってますので。そ

ういった意味では、民間の力をいかに後ろ支え

していくかという、そういう原理原則のところ

がずれてしまうと、28年度という年次を書いて

いますけれども、３年間を無為に過ごしてしま

うと、そういう可能性があると、私は非常に危

機感を持っているわけであります。

そこで、例えば、民間からすれば、いかに売っ

ていくかと、そういうことがもちろん気になる

わけでありますけれども、行政としては、じゃ、

何ができるかとなったときに、まずは県内の食

品加工業者の調査、掘り起こし、そういったと

ころがまずはしっかりできているのかどうか、

そのあたりをまず伺いたいというふうに思って

います。

○井手フードビジネス推進課長 食品加工業者

につきましては、オープンラボの開設等も見込

みながら、加工業者さんのところをそれぞれ回っ

て調査をしているところでございます。

また、今般の雇用拡大の推進事業につきまし

ても、先ほど申し上げましたように、基本的に、

これは製造業者、製造業の方々を相手にする事

業でございまして、説明会に127社もおいでいた

だいておりまして、このそれぞれの会社とも連

絡を取り合うようにしているところでございま

す。

○右松委員 私は、もっと県内の食品加工事業

者のきちっとしたリサーチ、これは徹底してやっ

てもらいたい。

例えば、これは岐阜県の例ですけれども、

ちょっと岐阜県から比べると、結果は、そこま

では私は調べてませんけれども、１周、２周お

くれているんですよね。23年度に食品加工業者

の調査掘り起こしを徹底してやっておられて、

翌年24年度に収集した企業情報、これを活用し

て、販路開拓及び人材育成の支援を行政は行っ

ている。そして、25年度、今年度は、バイヤー

向けに食品製造加工業者の商品情報を徹底して

ＰＲしているわけですよね。

私が見た、こういったサイトでは、岐阜県が

つくってる食品加工に関する1,100以上の商品情

報を徹底してＰＲしている。ですから、順番を

考えていったときに、まずは県内の力をきちっ

と調査をして、どれがいいのか、これをリサー

チをした上で、あとは徹底してＰＲして売れる

ように行政が支援をしていく。やはりそういう

流れをつくっていくのが非常に大事だというふ

うに思っています。

もう一方で、私は常々言っていますけれども、

食品の加工技術の技術移転であるとか、それを

商品化したものの売り上げ、そこまでをきちっ

と追跡、分析をしていくところも含めた上で、

もう少し民間企業の視点に立った、そういうプ

ロジェクトの中身をちょっと加えていくといい

のかなと思っていますけれども、そのあたりの

認識を教えてください。

○冨山産業集積推進室長 右松委員がおっしゃ

ることは本当にそのとおりでございまして、実

は、昨年度、工業支援課の事業といたしまして、

県内の食品製造業を対象といたしましたアンケ

ート調査を実施しております。今ちょっと手元

になくて詳しいことが申し上げられないんです

が、その中で回収率も６割、７割ということで、

どういったことが課題で、どういったことを企

業の方々が望んでいらっしゃるか、そういった

ことを中心に調査をしております。それの調査

結果を参考にしながら、今年度、来年度、それ
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から、今進めているプロジェクト等に反映させ

ているということでございます。

○右松委員 具体的にはどういう調査結果かわ

かりませんけれども、やはり民間企業、特に中

小零細企業というのは、自前でつくる力も、あ

るいはＰＲする、どこまで広告が打てるかもな

かなか難しいところがありますから、やはり行

政が担当する部分と、民間がどういうニーズを

持っているのか、そこがしっかりとつかんでい

るかどうかというのがまだ見えてこないので私

は申し上げているんですよね。そういうリサー

チをされたというのはわかりましたけれども。

○冨山産業集積推進室長 大変多くの企業さん、

いろんな多様な企業さんがいらっしゃいますの

で、一概にここの部分が強く求められていると

いうことはなかなか言えずに、いろんな要望が

ございます。その中で、今、売り上げ、販路拡

大、そういったところに注力されてるといいま

すか、そこが課題だといった企業がかなり多く

ございます。

その対策の一環といたしまして、例えば、お

手元の資料の横長のＡ３の資料の中の４ページ

を見ていただきたいんですが、横長の資料の４

ページ、販売というところがございます。販売

の欄を見ていただきたいんですけれども、例え

ばですけれども、上から４つ目の宮崎空港ビル

におけるチャレンジショップの設置ということ

がございます。これは、企業さんが試作品をつ

くりまして、一応新商品を開発してつくってみ

ました。それが本当に売れるものかどうか、改

良点がないかどうか、そういったことをこのチャ

レンジショップを活用して、その情報を得ても

らうというような事業でございます。

また、次の２つ下の丸の食品苦情・クレーム

総合展でございますけれども、これは県内の一

般の方から食品の製品に対して、どういった苦

情、改善点があるか、そういったことを考えて

いらっしゃるかを調査いたしまして、それを取

りまとめて、その企業の皆様にフィードバック

する、そういった事業も行っております。

右松議員が御指摘のとおり、企業さんのいろ

んなニーズを吸い上げて、それに的を絞って、

それに応えるような政策というのは非常に重要

だと思っておりますので、今後とも、さらにもっ

ともっとヒアリングなども行いながら、応えて

いけるように考えていきたいと思っております。

○右松委員 私の考えでは、時間がないという

ふうに、私はどうしても常に思ってるものです

から、そういった意味では、この28年度までに

この成果をしっかり出していく上では、相当駆

け足で行かないと、もうずるずると行ってしまっ

て、今回、目標設定が１兆5,000億と出ています。

この「委員会資料」で４ページに、26年度の来

年の具体的な指標、目標設定をされるというこ

とでありましたけれども、１兆5,000億も、これ

いろいろと農業産出額から食料品、飲料水出荷

額とかいろいろとある中で、１兆5,000億という

ことでありますけれども、例えば、22年度です

けれども、今現在、この食料品、飲料等の出荷

額が4,066億、目標設定が27年度で4,900億とい

うことで、これは宮崎県のフードビジネス振興

構想の中に書いてあります。これも、具体的な

年次の数値を追っていくと、食料品と分けて、

飲料とたばこは分けて目標設定をして、なおか

つ、目標設定が余り低過ぎると、もう、これ、

みずから限界点をつくってしまうということに

なりますから、そういった意味では、目標設定

もきちっと、無難なところで抑えるんじゃなく

て、全力で県か行政でバックアップした上での

目標設定をしてもらいたいなと思っています。
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それから、この目標設定の中に例が書いてま

すけれども、この中に先ほど申し上げました、

技術移転の数であるとか、商品化されたものが

どこまで売り上げを上げているのか、その辺も

きちっと入れたものを、しっかりとした目標設

定をつくってもらいたいということを要望で上

げさせてもらいたいと思います。

以上で終わります。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 この間、養豚業者と懇談会をしま

した。山下委員長のもとで。私、ショックを受

けた。資料で食肉センターの実態調査というこ

とが書いてありますよね。ちょっと意地悪な質

問だけど、この食肉センターの実態調査の結果、

何が課題として出てきましたか。

○押川畜産振興課長 食肉センターの実態調査

の内容についてでございますが、県内食肉セン

ターの５カ所、このセンターにかかわっており

ます行政、それに加工メーカーということで聞

いてみたわけですけれども、ある程度想定して

いたもの、各施設がかなり古くなっているだろ

うといったものはございました。中身について、

それぞれ聞きましたところ、確かに老朽化につ

いては、非常に皆さん、危機感といいますか、

必要性を感じていらっしゃいますけれども、今

のところ、増設なり修復なりというのを具体的

な案件で持っておられるところは、そう具体案

としてはございませんでした。１社だけは近い

うちにやりたいということでございました。

ただ、全てのセンターが思っておられるのは、

５年、10年先までやるとすれば、相当な修復な

り改築、もしくは統合等がございます。ただ、

これにつきましては数十億から、大きいところ

でいきますと100億規模の予算がかかるというこ

とでございますので、長い計画を持って、今の

うちに５年、10年後を見通した計画を持つのが

必要だという認識は皆さん持っておられました。

今回、実態調査をやりました結果、そういう

ことが改めてわかりましたので、今後、いろん

な予算の問題等々もございますので、一緒になっ

て県内一円で、どういったセンターの位置づけ

が必要であるかということを皆さんで協議して

いきましょうというようなところで、今のとこ

ろは入り口のところでそういったことでござい

ます。

○中野委員 それと、農業出荷額、製造出荷額

かな、例えば、畜産の場合、屠殺しますよね。

どこのとこの数字がこの農業出荷額、内訳にす

ると畜産になるけど、どこのとこで統計の数字

は出てきますか。農業産出額、その中の畜産産

出、1,500億ぐらいという数字があったですよね。

○押川畜産振興課長 今の肉用牛に限って申し

上げますと、まずは、子牛としての市場出荷で

カウントされます。それを受けた肥育農家が、

また肉としての出荷をされますので、その段階

でまた肉牛としての評価としてカウントされま

すので、そういったことの積み上げになろうか

と思います。

○中野委員 本当、俺はショックだったけど、21

年度の数字、そこで聞いた数字だけど、豚の屠

殺頭数、約150万頭、数字が合っているかどうか、

約150万頭、そのうち県内で屠殺されたのが85万

頭、約56.4％。それで、県外が65万頭、そのう

ち、鹿児島で年間64万頭、屠殺されているわけ

ですよ。宮崎県のがですよ。それ、大体、月20

日ですると、１日、2,700頭ぐらいになるのかな、

それが鹿児島で屠殺されて県外に出荷される。

これ、豚だけじゃなくて、牛もだという話を聞

くんだけど、そこら辺の数字は把握しています

か。
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○押川畜産振興課長 今、委員がおっしゃられ

ました150万頭なり、パーセントにつきましては、

おっしゃるとおりの数字でございます。

私どもも、そういったことの必要性、いわゆ

る畜産関連産業の集積ということで必要性を感

じておりまして、今回、畜産新生プランの中で

も、そういった関連産業の集積ということで、

先ほどのような調査も行ったわけでございます

けれども、畜産の場合、それぞれのメーカーさ

んなり系統なりで、それぞれの出荷工場がある

程度決まったものがございますので、例えば、

西・北諸あたりの鹿児島の県境に近い部分にな

りますと、鹿児島の自社の工場に持っていく等

々という例はございます。ただ、それ以上に、

確かに、鹿児島のほうの条件がいいであるとか、

いろんなことで向こうに持っていかれている方

もいらっしゃいますので、その辺の、なぜそう

いったことになるのかという農家の方の意見も

十分にお聞きしながら、できるだけ県内で整理

したい。そのためには、先ほど言いましたよう

な、今のセンターの整備をやっていかなければ、

このままだとなかなかこちらに持ってきていた

だけないという問題点等ございますので、その

辺もあわせて検討してみたいと思っております。

○中野委員 牛、豚の場合、鹿児島で屠殺して

業者が出した場合、畜産の製造出荷額は、どの

分が入るんですか。売った値段。売った頭数。

─意地悪質問よ。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） 農業

産出額としては、屠畜場に出す段階での値段、

これが産出額になりますから宮崎の産出額にな

ります。それが鹿児島で屠畜されれば、製造品

出荷額のところが鹿児島県でカウントをされる

というふうな仕組みでございまして、先ほど、

問いもございましたけれども、今、豚が44％県

外に出ていますが、牛についても、おおむね同

じ率が県外で屠畜されているという実態がござ

いまして、本来、裾野の広い産業であるべき畜

産が、屠畜場が十分に機能してないところで外

に出てしまっているというのは大きな問題だと

考えていますので、このフードビジネスの中で

も、あるいは畜産新生の中でも大きなテーマと

して取り組みたいというふうには考えておりま

す。

○中野委員 これは本当に流通とか、いろいろ

長年の歴史の積み重ねであるのかなと思う。こ

れは本当、皆さん、ショックを受けますよ。も

う前から聞いとった人はショックを受けんだろ

うが、俺は初めて聞いて、えっ、何と思ったん

だけど。これは、部長、やっぱりいろいろ、今、

食肉センターの機械がどうのこうのするんだっ

たら、それを踏まえて拡大して─いろいろ聞

くと、何も県境じゃなくて、児湯地区の人たち

も鹿児島辺まで持っていっているという話です

よ、これは。そうすると、やっぱり屠殺したほ

うが付加価値がつくわけで、豚は大体１頭、３

万とか５万とか４万とか聞いているけど、その

後の雇用とか入れた場合に、これは、ちまちま

した、本当に新商品をつくるのも大変なのを知っ

てるけど、まず、こういうことで畜産王国って

言えるのかなって、俺はつくづくそう思ったん

ですけど。ぜひ、これは大きい課題として─

検討じゃだめですよ。もう何か実体に移さない

と、もう本当、よその県でいいところの半分は

持っていかれているという話。俺は、そんな畜

産県ってあるのかなと思って。（「屠場の数が違

う」と呼ぶ者あり）そういうことです。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） 先ほ

どのお話にもありました、答弁にありましたけ

れども、過去のいろんな経緯の中で取引先があっ
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てという、一定の限界があることも事実であり

ます。あるいは、屠畜場に入っている業者の販

売力の問題、ルートをどこまで持っていて高値

で買うことができるかという力の問題もありま

す。もう一つは、施設の衛生なり高度化がどう

かという課題もあります。

いろんなことがありますが、委員がおっしゃ

るとおり、私も昨年、その数字を見たときには

本当に大きなショックを受けましたので、極め

て大きな課題だという認識は持っています。

ただ、先ほど課長が説明したとおり、相当大

きな投資を必要とする事業でありますので、しっ

かり話し合いをしながら、どこにどう投資をす

るのか、それが行政としてどう関与できるのか

というのは、一方で、スピード感を持ちながら

ではありますけれども、進めていく必要がある

だろうとは思っております。

○中野委員 いろいろ聞くと、やっぱり鹿児島

まで持っていったほうが高いという話なんです

よ。だから、鹿児島にはいろんな業者が入って

いるけれども、そこに行ったほうがもうかるか

ら業者が行ってるわけ。じゃ、宮崎でいろいろ

今後検討するとしたら、要は業者にしてみれば、

何ぼもうかるか、最終的には企業というのは。

やっぱり屠殺工場だって、そこでしばらく何で

も新しい新規参入をしようと思えば、少しは行

政が犠牲を払ってもうかる仕組みをつくってや

れば、まあ、いろいろあるでしょうけれども、

とにかくこれは大きな課題として、ぜひ取り組

んでもらいたいと要望しておきます。

○金子総合政策課長 恐れ入ります。先ほど、

鳥飼委員から御質問がありました数字でござい

ます。内訳が判明いたしましたので御報告いた

します。

農政が20億9,893万円、商工が２億5,300万円、

教育が4,177万円、総合政策が2,536万円、合計

しますと24億1,900万円、以上となっております。

○岩下委員長 よろしいでしょうか。

○鳥飼委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

それで、戦略雇用プロジェクトの関係なんで

すけれども、ここは、主にはどこがやっていく

ということになりますか。

○井手フードビジネス推進課長 これにつきま

しては、主に農政水産部と商工観光労働部、あ

と、先ほど、ここでお示ししている雇用創出の

ほうに関しましては、私どものほうから交付す

ることと考えております。

○鳥飼委員 わかりました。

○岩下委員長 ほかに御質問はありませんか。

○坂口委員 中野委員の質問に関してですけれ

ど、処理場の処理能力の問題じゃない、それ以

前の問題、やっぱり売りですよね。だから、そ

こらでフードビジネスのこの総合政策部がこれ

をやって、農商を連携させることでの成果がそ

こ見出せるかどうかがまず先だと思うんですね。

実態は、販売で在庫が詰まってしまって出てい

かないというのが、今の県内の食肉センターの

実態、常にじゃないけど、そういうことが起こ

り得るということ、出口をあける。これは、な

かなか複雑で難しい業界ですよ。だから、そこ

らは簡単に設備投資なんかを各センターに促し

たって、受け入れきらないし、受け入れさせた

ら、また新たな問題が出てくると思うんですね。

だから、これは時間かけてでも戦略的にやって

いく。この今のフードビジネスの取り組みが、

一つ大きなそこに宿題を持っているって考えた

ほうがいいと思うんですね。

それから、質問なんですけれども、これは、

きのうの常任委員会でも尋ねたことなんですけ
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れど、今回評価すべきは、商工と農政が一体に

なって取り組もうっていう、この方向に目指し

たということは、これは大いに期待すべきだし、

評価すべきと思っているんですけど、具体的に

この今の説明資料の４ページになるんですかね、

これでも目指すべき姿のところに農業所得の向

上ってあって、企業所得の向上とは出ていない

んですよ。だから、本気で農家の所得を上げよ

うとしたときに、今のこの取り組みで本当にそ

こに行き着くのかと。どうもフードビジネスな

り、６次産業なりで見ていくと、大体ＪＡ系統

では、加工部門とか、そういった部門では大体

完成した。商系がこれからどうなっていくんか

わからんですけど、企業は企業で投資したり、

いろんなこと、この特殊な人材の雇用なんかも

そうですけれども、あくまでも、いいものをつ

くって販路を開拓していって、高く売って、利

益を上げようということで、行政側は連携とっ

ているけど、本当に民間側が連携とっているかっ

てなると、おさめてくれるところから規格に合っ

たもの、価格が合うものをとって、それを確保

していくことで、やっぱりここは切れていると

思うんですよ。一体になっていない。でも、こ

の目指すべき姿にここ農業所得を向上させるっ

ていうからには、第３次産業がまず潤って、そ

れを確実に運命共同体として、その裾野にまで

落としていくんだというシステム、それをやる

こと自体が、農商が連携して、このフードビジ

ネス推進っていうものを企画が握ったというと

ころに、今までと違うんだというところ、そこ

が見えないんですよね。見えないんです。一生

懸命やっておられる。やっぱり今までの農政サ

イドは農政サイド、商工サイドは商工サイド、

労働サイドは緊急雇用創出のための緊急基金事

業をあれしただけで、何とか若者の雇用に結び

つくようなトライアルをやろうとか、事業を拡

大させていって、そこに雇用の場を一層ふやし

ていこうとか、やっぱり、まちまちなような気

がするんです。だから、もう一つ、何か見えな

いんですよ。これは、行政側はもっと難しいん

でしょうけれども、そこらに対してのもう一歩

踏み込んだ取り組みっていうか、見えるように

していただきたいなっていう気がしますね。こ

れは答え方もなかなか難しいでしょうけれども、

今までと違う、裾野に落としていくっていうこ

とを、もう一つ何か、見えるように入れてほし

いなと思います。

○井手フードビジネス推進課長 昨日もいただ

いた御質問で、本当に難しいと私どもも思って

います。

多分、これは、全庁的にコンセンサスをえら

れているわけではないんですが、このフードビ

ジネス振興構想の中で、一番大きな部分として

マーケットインという視点を入れたという部分。

今回のこのプロジェクトの中でも、効率的な物

流や多様な販売ルート、海外輸出も含めてなん

ですけれども、ここに１項目入れています。県

内産品を県内の企業さんに使ってもらう、そう

いう物流・商流をいかに築いていけるのか、そ

して、県内産品をいかに消費地に届けていくの

か、この辺をやれるかどうかが、実際に農業所

得の向上につながっていくのかという部分に将

来的につながっていくと。そこにつきましては、

実はこのプロジェクトのチームリーダー、私が

とっておりまして、農政と商工をつなぎながら、

先ほども言いましたように、物流の専門家、商

流の専門家等を呼んで今議論をしております。

それは、当然、農政の関係各課、商工の関係各

課を呼んで一緒にやっていますので、この辺で

新しい工夫が見られるように努力をしてまいり
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たいと思います。

○坂口委員 じゃ、どうすればいいんだって、

逆に聞かれたときは、全く僕らはわかりもしな

いで尋ねているんですけど、そこんところ、も

う一つ取り組みが要るような気がしています。

例えば、売るサイド、加工サイドでオープン

ラボ、準備されましたよね。それにおさめてい

く農政サイドでは、今の農業試験場、茶業試験

場なり水産試験場なり、水産はキャビアを持っ

たですけれども、そのまんまでいいのかなと。

オープン的なもの、あるいは、ここにローソン

のキュウリが出てますけど、これはフリーダムっ

ていう品種に目をつけての一本漬けですよね。

フリーダムは、ただ種苗メーカーがパテントを

握っていて種代がなかなか高くって、ここから

農家に利益が出るような価格では、この種子を

譲ってくれないと思うんです。ローソンとして

も、他の漬物屋と競争しなきゃなんないから限

界がある。そこの利益がふえなければ、それ、

農家の生産者に戻っていく金というのは捻出で

きないものですよね。

そうなったとき、これ基礎研究からいったら、

なかなか大変と思うんですよ。でも、県の農試

でオリジナルを開発できないのかと。そのため

には、もうちょっと違った形での農業試験場と

いうものを、ここにオープンラボとセットで出

してこなきゃ、農業生産者に、これを目指すべ

き姿だよって本当に掲げていいのか。実はこれ

目指したけれども、最後にもうかったのは東京

の商社でしたということに行き着かないのか。

そのために、これだけのスタッフが総力を挙げ

て取り組んで、金突っ込んで、そういう結果に

終わらないのかなっていうことを危惧している

んですよ。だから、これは組織のあり方、ある

いはそういった補完的な機関のあり方も含めて

みますと違うような気がして、僕は答えを持っ

ていなくて、いつも言って、ある意味じゃ、も

う嫌がられるぐらい言っているんですけれども、

そこのところが心もとないんですよね。だから、

決意だけでも聞かせていただければ思う。

○井手フードビジネス推進課長 決意というこ

とですけれども、これだけのスタッフを集め

て、10のテーマで、本当に各部それぞれ入って

議論を重ねています。民間事業者の方、農業者

の方々の意見の聴取も含めて、きめ細やかとい

うか、詰めた議論をしております。この成果を

何とか出したいと、早目にできるだけ出したい

というふうに努力をしてまいりたいと思ってお

ります。

○坂口委員 ぜひ、それをお願いしておきたい

と思うんですね。せっかく機能性とか残留農薬

とか、それから冬場の台風に対しての長年の、

三、四十年にわたるこの蓄積ですね。こういっ

たものはほかに負けないものを持ってるわけで

すから、ここをしっかり宮崎の農家でなきゃ、

我々のほかを相手にしても、もうからないよと

いうような、企業に対しても、この運命共同体

的な立場に宮崎の農業を持っていくこと、これ

をぜひ頑張っていただきたいと、これは要望に

しておきますけれども。

○岩下委員長 ほかに御質問はありませんか。

○中野委員 ちょっと質問。

済いません、豚ばっかり言ってるけど、豚の

屠殺料は、１頭何ぼですか。

○押川畜産振興課長 ちょっと数字を確認いた

します。しばらくお待ちください。

○中野委員 牛も、県外、生きたまま東京に出

すのもありますけど、鹿児島の屠殺場、県外屠

殺場、やっぱり、経済波及効果というのを一回

出したほうがおもしろいと思うんですよね。
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○押川畜産振興課長 申しわけございません。

検査手数料なりの屠畜関係の手数料でございま

す。牛につきましては、時間内が760円、時間外

が1,520円、豚ですと、時間内が350円、時間外

が700円ということです。（「それは屠畜料です

か」と呼ぶ者あり）申しわけございません、今

のは検査手数料でございます。あと、屠畜場の

場合は、使用料、解体料というふうになります。

先ほども言いました豚でございますと、県内

幾つかございますが、大体800円から1,000円が

時間内、時間外ですと900円から1,500円という

のが、今のが使用料になります。これ以外に、

今度は解体料というのが900円から1,200円程度

かかりますので、合計しますと、時間内です

と1,500円から2,200円程度かかるようになりま

す。

○中野委員 ぜひ、今後、県外で屠殺されるこ

とによる宮崎の経済損失、それも一回計算して

おいてください。要望しておきます。

○岩下委員長 ほかに御質問は。

○緒嶋委員 それぞれの取り組みというのは、

これはもう作文としたら、もう100点満点だと思

うんですよね。問題は、これがうまくいっても、

本当に１兆5,000億になるのかというのが一番の

課題だと思うんですよね。だから、この作文が、

全て、これはなるほど、なるほどという、回答

としては100点満点かもしれんけど、100点満点

の回答で本当に１兆5,000億のこの生産額が出る

のかどうかと、そのあたりの確証があるかどう

かというのが一番問題だと思うんですけど、そ

のあたりはどうですか。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） 文章

はきれいにできているだけではなくて、各プロ

ジェクトについては、先般もプロジェクトリー

ダーの各課長を集めて進行管理を行い、総合政

策部から見た課題等の指摘を行って、さらに進

めるようにということで、しっかり進行管理を

していきながら、このプロジェクトはペーパー

面だけではなくて進めたいと思っています。

ただ、このプロジェクトそのものが１兆5,000

億にそのままなるかというと、本来であれば、

農業産出額が大勢を占めてるわけですし、もと

もとある企業の生産というのがたくさんあるわ

けですから、それを一定程度加速化するものが

このプロジェクトであると思っています。

ただ、先ほど課長から説明したように、４ペ

ージのところで、来年度目標管理を少しやって

みたい。それを毎年ローリングしていく中で、

最終的には１兆5,000億にどうつなげていくのか

というのは、数字を見ながら高めていきたいと

思っていますが、ただ、このプロジェクトだけ

で全てが動いているわけではないというのは、

委員が御指摘のとおりでございます。

○緒嶋委員 特に、農業生産額そのものも3,000

億を今下っているわけですね。3,000億を超すこ

とすらなかなか容易じゃないし、これは農業に

ついても人材育成もままならんし、それこそ畜

産の環境もいろいろ厳しいわけであるので、相

当、これはこのとおりになること、我々は大賛

成なわけだが、本当になれるかなという。逆に

言えば、そういうことを言っちゃいかんのかも

しれんけど、そういう危惧の念のほうが多いし、

やっぱり日本も人口減少の社会が、これは当然

来ておるわけですね。それだからといって、東

アジアにどれだけ、やはり鹿児島も熊本も福岡

も各県が東アジアを戦略とした、それこそ日本

と同じ産地間競争を東アジアでやらにゃいかん

わけですね。そのときに、もう宮崎県はやはり

出おくれているというのは、もう紛れもない事

実でもあるわけですよね。そういう中で、本当
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にこれはやってほしいという期待感と願望も我

々もあるけど、本当にこれだけいくのかなとい

う、何というかな、これは足を引っ張るような

ことでえらい悪いけど、そういう気がしてなら

んもんだから、本当に堅実に一歩一歩、ここに

結果として、ここまで到達できるのかなという

危惧の念が多いので、これは言われた、この３

部が連携するだけじゃなく、これは、ある意味

じゃ、フードビジネスプラスで、私は、木材な

んかのウッドビジネスも含めて、いろいろなこ

とでやらんと、ここまでいかんのじゃないか。

だから、フード、フードと言うけれども、それ

だけでいいのかな。我々は全てを網羅して、１

兆5,000億プラスアルファが出れば私はいいと思

うんです。だから、本当にフードだけでこれだ

けいくのかなという心配のほうが大きいものだ

から、そこあたりを毎年、それ、いろいろと見

直しながら進められるということでありますの

で、堅実な見直しをしながら目標に達成してい

ただくように、もうここがどうだということは

今さら言っても始まりませんので、期待感を込

めてお願いをしておきます。

○徳重委員 フードビジネスについては、知事

が最大の目標として今回取り上げてるわけです

から、これをぜひ、今おっしゃったとおり進め

ていただかなきゃなりませんが、農業県として、

畜産物あるいは農産物それぞれが、より良質な

ものを、今以上に生産ができないとフードビジ

ネスにつながっていかないと、こう私は思って

いるんですよね。畜産にしても、あるいは果樹

にしても、あるいは花卉全ての問題、農産物が、

いい品物がよりたくさん今以上に生産されな

きゃいけない。そう考えますときに、皆さん方、

商工も、あるいはフードビジネス推進課も一生

懸命やっていらっしゃるんだけれども、その生

産がそれに伴うのかと。どうも売ること、出口

を一生懸命、あるいは中間の加工やそういった

ものに全力を挙げたいとされているが、その生

産が、畜産にしても、先ほど、豚の話もいろい

ろ出てきました。なかなか生産がこのまま続け

ていけない、あるいはもう縮小しなきゃいけな

いというような状況、後継者もいなくなってく

る。そういった中で、これをしっかりと支える

生産が伴うかということが最大の課題だと、こ

う思うんです。

そういったことを考えますときに、個々の農

家だけでそれをやって頑張ってくれと、倍にし

てくれ、３倍にしてくれといったって、なかな

か、個々の農家では進まないんじゃないかと。

少なくとも、やはり、集団的な団地形成をしっ

かりとしていただいて、まずは生産、養豚でも、

養豚団地あるいは酪農団地、いろいろな団地が

ありますが、団地化するぐらいの思い切った施

策に打って出ないと、なかなか品物が、生産物

が集まらない。いい品物ができない。そして、

２級品、３級品を加工して高く売ればいいと、

そういう小っちゃな物の考え方では、生産者に

手取りが返ってこないと思うんです。低料でい

い品物をつくるための施策がなかなか見えてこ

ない。皆さん方のお話を聞いていると。ただ売

る、高く売る、その中で雇用が出てくる、そう

おっしゃるけれども、まずは生産が上がってこ

なければ、それを販売することもできないし、

経費も余計かかると、こう考えておるんですよ

ね。だから、農政水産部がどこまでそういう体

制づくりができるかが、私は、大きな課題だろ

うと思います。

だから、例えば、昔はピーマンも日本一、あ

るいはキュウリも日本一と言われるような集団

団地ができて、一生懸命取り組まれてきた。そ
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して宮崎の農業というのが、特にハウス農業と

いうのが全国にアピールされたわけですけれど

も、そういった体制づくりをしようとされてる

のかどうか。もう今までどおりで、ちょっと頑

張ってくださいという程度の話なのか、その辺

をお聞きしておきたいと思います。

○鈴木農政企画課長 今、委員からございまし

たとおり、まさにフードビジネスの振興という

ことを一つの大きな柱としつつ、それとセット

となった力強い生産基盤の再構築というのは非

常に喫緊の課題だというふうに認識しておりま

す。

御案内のとおり、ＴＰＰ交渉の参加というの

が３月にありまして、非常に県内の機運もさら

に落ち込んでるというようなこともありまして、

今、農政水産部のほうでは、農業成長産業化推

進会議という部長の私的諮問機関をつくりまし

て、具体的にその生産基盤のほうをどうしてい

くかというような議論を進めているところでご

ざいます。

その中で、まさに一番大きな課題である担い

手については、委員がおっしゃったとおり、個

人の努力というのがまず基本にはなると思いま

すけれども、今の現状を見ますと、農地の状況、

担い手の状況を見ますと、個人だけではなかな

か解決できないような課題も大きさもあるとい

うことでございますので、産地、例えば、ＪＡ

ですとか集落営農ですとか、そういったところ

も含めて、どうやって全体としていいものをしっ

かりつくるかというような施策の構築に向けた

議論を進めているところでございます。まだ会

議のほうの議論が進んでおりますので、最終的

な形にはなっておりませんけれども、しっかり

とフードビジネスを支えるような形で生産基盤

の構築に対して、新しい考え方、アプローチと

いうのを我々としても検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

○徳重委員 私は熊本に視察に行ったんですが、

八協連なるものがありました。ハウス園芸50戸

が２町歩、１軒が２町歩ずつつくっているんで

すね。50戸。その売り上げが何と7,000億という

売り上げをしてるわけですね。反当600万と言う

んですよ。それは、やっぱり切磋琢磨しながら

頑張っている証拠だと、こう思うんですが、少

なくとも、これから、先ほど、豚の話でもあり

ましたが、もう今までやっていらっしゃる人は

非常に投資額が豚舎も改築しなきゃいけない、

いろんな状況の中で、これから減っていくだろ

うなというのを感じますが、何とか、これ投資

をしなければ生産は伸びないということを八協

連でも言っていらっしゃいましたが、物すごい

投資ですよね、投資をして、必ずそれに見返り

があるんだと。それはフードビジネスにつながっ

ていくし、またいいものができるということに

つながっていくわけですから。投資を拒んだら、

私は、農業はこれから伸ばないと、低コストで

できるはずがないと、こう思っていますので、

その投資について農業投資、ハウスならハウス、

あるいはマンゴーでもそうですが、それぞれの

農業生産に対する投資をどのように考えてい

らっしゃるのか。畜産なり、あるいはそういう

ハウス園芸なり、あるいは露地でも結構ですが、

どのような形で投資を進めようとされているの

か、ちょっとお聞きしておきたいと思います。

○鈴木農政企画課長 まず、総論的な話から御

説明させていただきたいと思います。

おっしゃったとおり、投資がなければ、新た

な付加価値というのはなかなか出てこないとい

うのは事実だと思っております。

一方で、今、担い手、後継者の問題も含めて、
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なかなか農業の先行き、安定的な経営というの

が成り立っていないんじゃないかというところ

で、単にやみくもに投資をするというのはなか

なか難しいというふうに思っております。

一方で、そういったしっかりしたコスト管理、

経営感覚を持ちながら、投資をしようという意

欲のある経営体を少しでも育てて、先ほど委員

がおっしゃった、集団的な形でやるということ

に関しては、我々もそれは非常に必要だと思っ

ております。

資金的なアプローチにつきましては、当然、

国費、国のほうの事業等も活用しながらという

ことでございますけれども、県としても、そう

いった意欲のある農業者を後押しするような施

策、先ほど言った担い手のところ、全くリンク

しますけれども、後押しするような施策という

のをなるべくつくっていかなくてはいけないと

いうふうに考えているところでございます。こ

れは、総論的な話でございまして、各論的には

関係課長から御説明いたします。

○日髙農産園芸課長 農産園芸課でございます。

例えば、施設園芸と露地園芸というのがござい

ましたけれども、露地園芸を例えば例にとって

みますと、個人の農家さんの中でできる技術と

いうのは、例えばニンジンであれば、10アール

当たり３トンどりとか、こういうような技術が

ございまして、それに基づいた、例えば機械施

設というものが導入されております。こういっ

たものについて少しでもコストを下げようとい

うようなところの努力というのをしていかな

きゃいけないというふうに考えてございまして、

それが所得の向上につながるというふうに考え

ているところでございます。

ただ、じゃあ、いつまでも３トンどりでいい

のかというような話になったときでございます

けれども、例えば、今、農業試験場のほうでは、

適切な水管理なり、そういう栽培技術をするこ

とによりまして、例えば、９トンどりの技術と

か、こういうようなものを今開発中でございま

して、例えば９トンどりに合った機械施設とい

うものの導入というものも必要になってくるん

ではないかと。そういう、やみくもに、欲しい

ものを設備投資をするというようなものではな

くて、低コストにつながる、生産性の向上につ

ながるようなものについて、国の事業なり、そ

れから県の事業と活用して支援をさせていただ

きたいというふうに考えているところでござい

ます。

○押川畜産振興課長 先ほどの御質問の畜産部

門についてでございますが、例えばという例で

申し上げますと、養豚につきましては、今回の

資料の一番上に出てまいりますミヤチクの御池

農場の整備、これがまさに、各農家が豚の一貫

経営等々を取り組んでいます。これをさらに拡

大しようとすると、委員のおっしゃったように、

新たな設備投資が必要になるということで、今

回の例としましては、団体が一つの大きな繁殖

農場をここでつくりまして、ここから素豚を農

家に配分していく、売っていくということで、

農家としましては、今ある施設をより効果的に

肥育頭数をふやすということができます。なお

かつ、豚の場合ですと、非常に衛生管理が問題

でございますので、繁殖部門と肥育部門を分離

することによって、間の衛生管理をきちんとで

きるようにして生産性を上げるといったことで

ございますので、ある意味、団体等が一緒にな

りまして農家のグループを支えていくというよ

うな考え方で進めているところでございます。

以上です。（「ハウスの方は」という声あり。）

○日髙農産園芸課長 申しわけございませんで
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した。施設園芸につきましても、基本的には、

やはり、本県、台風等の被害もあるということ

でございまして、低コスト耐候性ハウスという、

ある程度、風なり風雨にも強いというようなも

のの施設の導入というのが必要かというふうに

考えてございますが、当然、現在、工材等も値

上がりしている中で、少しでもコストを下げな

きゃいけないということも考えてございますし、

そのために、例えば国庫補助事業であったりと

か、こういうのを活用していきながら、少しで

も気象災害等に強い施設園芸の整備というもの

に取り組んでいかなきゃいけないというふうに

考えているところであります。

ただ、その中身につきましては、例えば、近

々、重油価格が上がってございますけれども、

そういう重油価格に対応した、例えば国のセー

フティネットの活用であったりとか、もしくは、

石油代替のエネルギーを活用した加温施設とか、

こういったものの導入というものも含めて、将

来的な産地構造の改革につながるような取り組

みというのを支援させていただきたいというふ

うに考えているところでございます。

○岩下委員長 よろしいでしょうか。

○山下委員 拡大プロジェクトのこのＡ３の資

料の中で、東京市場への生体出荷の拡大という

ことで、４月から取り組んでいただいておりま

して、今回まで12回の144頭が出荷をされており

ますが、県内屠畜と生体出荷、これは本当に大

きなチャレンジだっただろうと思うんですが、

どういう今の状況で、いわゆる反響と申します

か、生産者が売る値段、先日、農業新聞にも出

ておりましたけれども、どういう認識か、ちょっ

とお聞かせください。

○押川畜産振興課長 東京都の中央卸売市場へ

の生体出荷の件でございますが、議員がおっしゃ

られましたように、４月から144頭出荷しており

まして、平均価格は92万1,000円、上物率86.1と

いう数字がありますが、実際のあちらの市場な

り、卸の方の御意見というのを聞きますと、非

常に肉のバランスもよくて歩どまりが高い、実

を言うと、九州からの肉を非常に待っていたん

だと、よくやってくれたということを言ってい

ただきました。しかしながら、これが途中で途

絶えると非常に逆効果ですよということで、せっ

かくこのいい肉を、今度また持ってきてくださ

いという、卸さん、小売さんがおられます。で

すから、これを続けていただきたいということ

で、今、大体、週に１車、12頭程度ですけれど

も、これを毎週継続して出してるということで、

この日に買いに来ていただければ宮崎牛が必ず

ありますというふうな連携の仕方をやっており

まして、これは非常に向こうの卸さんからも評

価を受けておりますので、これをできるだけ長

く続けていきたいと考えております。

○山下委員 私も、押川課長に相談して、29日

に芝浦屠場に行ってきました。都城牛がちょう

ど12頭出荷されたということで、その現場に立

ち会ってきたんですが、まさしく目の前で屠畜

されたものが入札されておりまして、かなり

な150社ぐらいでしたか、バイヤーが登録されて

おりまして、もうまさしく目の前での取引状況

を見させていただきました。

その中で、芝浦屠場での場長さん、そして全

農の皆さん方とちょっとお話もしてみたんです

が、やはり今課長が言われたように、とにかく

継続してくださいと。宮崎牛というのが、生産

の部門では２連覇してくれて、されど、やっぱ

り東京の市場で、宮崎牛という価値が全くまだ

知られてない。それで、宮崎牛って何ですかと

いうぐらいの、まだ認識がないということもお
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話を承りました。それで、私は、本当に継続し

ていただくこと、そのことが一番大事だなとい

う思いを今回痛感いたしました。

それと同時に、７年後にオリンピックが決ま

りました。これはことし決まりましたよね。さ

れど、また宮崎県の構想の中で、じゃ、東京オ

リンピックを控えての、私は基本構想をつくっ

ていただいて、やはり東アジアをことしは本当

に大きく目指す方向で事業を取り組んでいただ

いているんですが、私は、その前に、東京オリ

ンピックが決まったわけですから、やはり７年

間の中での東京オリンピックが世界からあれだ

けの百数十カ国が来るだろうと思うんですが、

やはり、それまでに東京で制すること、これに

宮崎牛を中心に売り込んで、そしていろんなも

のを認知をとっていくこと、これがもう宮崎県

の大きなかけかなと、そのように思った次第で

ありました。

そのことを踏まえて、バイヤーの皆さん方と

も突っ込んだ話をしたんですが、まさしくその

ような取り組みが一番大事だろうと、そういう

お話でありました。

されど、先ほど、中野委員からも出ておりま

したが、県内での屠畜、これが非常に少ないと

いうことで、実は、農家サイドの皆さん方、そ

して経済連の皆さん方、ＪＡ都城のそれぞれＪ

Ａの担当の皆さん方と話をしてみましたが、やっ

ぱり今の段階で東京に生体で送ることのリスク、

これもかなりあるんですよね。やはり、選定を

する技術、Ａの４号を送ることの難しさですよ

ね。それと、牛がなかなかいない。農家のまだ

そういうリスクがあるもんですから、手数料が

高いこと。そして、もし送った牛がＡの４等級、

５等級にいかなかった場合ですね、今回もＡの

３等級しかならなかった牛も１頭おったんです

けれども、やはり、そういう牛であれば、県内

で屠畜したほうがリスクがないわけですから、

そのことに対しての農家との連携、さまざまな

問題があると思うんです。

今、子牛が高くて、なかなかこの地元の農家

の人たちの購買率が低いんですね。だけど、ブ

ランド力が県外の、例えば前沢牛とか近江牛と

か佐賀牛とか、売り値が全然違うわけですから、

向こうの県外の購買の人たちは、高くても買っ

ていくわけですよね。だけど、宮崎県の肥育農

家の人たちは、素牛が高くて、非常に苦しいん

です。だけど、売り値が低いものですから、今、

その現実があること。そのことも踏まえて、本

県の畜産業界の抱えていることをしっかりと実

態把握して、ブランドをつくっていくために東

京市場も大変な大きなチャンスかなと思ってい

ますから、そのこともしっかりと踏まえて対策

を講じていただくとありがたいと、そのように

思っています。

まず、県内の肥育農家の皆さん方の気持ちを、

東京に送り込むことの必要性と協力というのを、

各組織と連携をとることが一番大事だろうと

思っていますから、東京オリンピックを目指し

た中で緊急的な対策を講じていただくようにお

願いしたいと思います。

御意見があったらお聞かせください、部長。

○緒方農政水産部長 委員がおっしゃったよう

に、畜産の、特に肥育農家の現状につきまして

は、私も大変心配をしているところでございま

す。ただ、そういう中にあっても、畜産、これ

から新生ということで生まれ変わるし、また継

続、これからも続いていくでしょうから、それ

なりの対策、それはきっちりと考え、検討して

いきたいと考えております。宮崎の農業にとっ

て畜産というのは、やっぱり非常に大きなウエ



-22-

平成25年11月１日（金曜日）

ートを占めてますので、そのあたりをしっかり

と認識して、これからの農業政策をやっていき

たいと考えております。

以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。ほか

にございませんか。

○坂口委員 余計なことの繰り返しになるけれ

ども、本当、聞いてて、農政水産常任委員会な

んですよね。宮崎の農業をどうやってからやっ

ていこう、コストを下げようと、生産量を上げ

ていこう。そうじゃなくって、ここはフードビ

ジネスを新たに始めることで、付加価値が上がっ

たものをどう農家に還元していこうかというこ

とをやっているわけです。規模を拡大するだ、

何だ、それは常任委員会の中の域を出ていなく

て、これは特別委員会で。フードビジネスなん

ですよ。そこでもうけを出して、それを農家に

返していこうということで、それに対しての考

え方というのが全く、もう嫌われるぐらい僕は

繰り返し言っているんですよ。自分でも嫌にな

るぐらい。でも、見えないんですよ。だから、

せめて決意ぐらい聞かせてよって言ってるけれ

ども、東京への輸送コストを下げようだとか、

機械を大型化して省力化しようだとか、それは

従来の農政ですよ。それで、もうからなかった

から、農家も、もうこれ以上耐えられないぐら

いのとこに来たから、やっぱり将来のあすがあ

る産業として農業を立て直そうと、そのために

フードビジネスだということで、新たな方向を

やったわけでしょ。こんな組織もつくったわけ

でしょ。それが部長、聞こえないですよ。

○緒方農政水産部長 今まで、農政、いろいろ

やってきて現状がございます。そういう中で、

私ども、いいものは農家の皆さんたちと一緒に

つくってきたと思うんですけれども、一番足り

なかったのは、やっぱりマーケットインの考え

方、出口をどうするかという考え方だと思いま

す。それが今回のフードビジネスということで、

商工観光労働部とか総合政策部を中心に取り組

み始めたというのは、私は、まさに大きなこと

だと考えております。ですから、一番弱かった

部分を県庁を挙げてやっていく、これは一つの

大きな取り組みでありまして、非常に歴史のあ

る中で難しい、新しい取り組みかもしれません

けれども、しっかりとこれはやらなければ、こ

れからの農業、宮崎県というのは発展していか

ないだろうと、そういう決意でやっていきたい

と思います。

以上でございます。

○岩下委員長 決意を語っていただきました。

○茂商工観光労働部長 私からも一言だけ答弁

させていただきたいと思います。

私、このフードビジネス推進構想については、

やはり総合政策部を中心にしながら３つの部で

連携をとってやっていく、非常に大事な取り組

みだというふうに思っていまして、特に、１次、

２次、３次、それぞれの産業の方の所得を上げ

ていくということが大事だというふうに思って

います。

先ほどからいろいろお話がありましたけれど

も、特に加工という面については、中小零細の

企業の方が非常に多いわけですけれども、そう

いう方々と意見交換をしておりますと、それぞ

れの会社さんでは、なかなかＰＲも難しい、販

路開拓も難しいという声を大分いただいてます

ので、特に県としては、そこに力を入れていき

たいと思っています。これについては、物産販

売もそうですけれども、観光、生産、全て密接

に結びついているということで、ＰＲを含め取

り組んでいきたいというふうに思っています。
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全力でやっていきたいと思います。

○岩下委員長 ありがとうございました。

○坂口委員 その上で、商工労働サイドでは、

商工業者をいかに伸ばしていくか、経営をよく

していくか。それは今までずっとやってきたこ

とですね。これからも続けにゃいかんと。これ

が今度は宮崎の農家と宮崎の企業が一体になっ

て、そこでもうけたものがお互いに分配される

システム、簡単にいかないと思うんですよ。そ

れは、零細企業は宣伝力もない、投資力もない、

そういったもの、加工でも販売でもですね。そ

こを何とか支援してあげて、それを大きくして

いく、これは当然だけど、これは今までの商工

政策の何物でもないですよ。今度、新たに、そ

うやってもうかったものを農家にも還元しなさ

いよっていう取り組みなんですよ。そこは簡単

にいかないですよ、商工労働部は商工業者を守

らにゃいかんわけですよ。おまえがもうけたも

のを、そんなもの農家まで配ってやれというこ

ともできないわけです。そこに運命共同体が生

まれなきゃ、宮崎の農家を相手しなきゃ、うち

はもうからんよと。宮崎の農家は宮崎の加工業

者を相手せんともうからんよ。そういうものを

どう構築していくかですよ。その反別をふやす

とか、会社のそのレーンを１レーンふやすとか、

そういった以前の問題として運命共同体、お互

いがお互いを相手にすることで、どうもうかる

かというものを構築して、それが総合政策部が

新たに加わって陣頭指揮をとる。ここはそのノ

ウハウをどう出していくの。そういった、全く

今までなかった関係というものをどう構築して

いくの。それがお互いにメリットがなければ成

り立たない仕事ですよ。営利ですから。飯を食っ

ていかなきゃいかんわけですから。宮崎の農家

を相手したってもうからんよとなれば、鹿児島

を相手しますよ。宮崎の加工業者を相手したっ

てもうからんよってなりゃ、今のその生体144頭

じゃないけれども、向こうがもうかり出せば、

レーンは向こうに流れます。そうじゃないよっ

て、運命共同体だよっていうこと、農政がこれ

まで積み上げてきた他に誇れるものといったら、

残留農薬が口に入るまでに検定できて、危ない

ものは口に入りませんよ、宮崎の食材を使えば。

あるいは、機能性成分だって、ピーマンのビタ

ミンＣじゃないけれど、こんなに恵まれていま

す。そういったものを相手しないと、鹿児島か

ら買ってきたら、うちの加工業はもうからない

んですよって、だから、何とか宮崎の農家さん、

分けてくれよっていうようなものをやっていか

ないとだめ。それをやろうとされて、３つの部

が一体になられたんだろうな。今までは自分の

守備範囲をしっかり守って、そこでの成果をやっ

てきたけど、そこに限界を感じて、３つが一体

になって融合されたんだろうなというところに

期待をしたから、そういう方向でいってくださ

いって。今、商工観光労働部長が言われたのも、

今までの域ですよね。ここを太らせるためにい

ろんなことをやっていくんだ。太らした結果、

どういったものが今度、付加価値として上がっ

てきたの。それをここにあるように、農家の所

得にどう還元させていくのって。全く新しいル

ールをつくる、これは難しいことだっていうこ

とをしきりに言っていて、答えようがないって

思うんですけど、これからの。だけど、そこの

ところは今までの感覚と違うんですよというも

のがないと、ちょっと同じじゃないかなって気

がして、何か将来が見えないんですよ。この事

業を進めることで、宮崎の漁師がもうかったと

か、農家に利益がふえた、そして、これは今ま

でなかった新たな付加価値利益だっていうのが、
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それが第１次までおりてきたよ。こうなりゃ見

事なもんだなと思っております。今のところ答

えはないと思うんですけれども、今までの感覚

と違う方向で取り組まなきゃだめですよってい

うことを口酸っぱく言っているんです。僕の言

うこと、わかりますかね。

○土持総合政策部長 今回のフードビジネスの

振興構想につきましても、本当に議員がおっしゃ

るとおり、この大きな柱、いわゆる生産者にど

う利益を還元するかというのは大きな柱である

ことには間違いございません。

ただ、非常に難しい課題でございますが、こ

のフードビジネスのまず拡大につきまして、今

本当に10のプロジェクトチームをつくって、永

山リーダー長を先頭に、とにかくこの部分を拡

大していこうということで頑張っております。

そういう中で３部合同っていいますか、そこ

をうまく連携を図りながら、その問題、いわゆ

るどう生産者に還元していくかということにつ

きましても、本当に我々真剣に考えて、そこの

対応をしていきたいというふうに思っておりま

す。非常に難しい課題であるというふうに思っ

ておりますけれども、精いっぱい、ない知恵を

絞って頑張りたいというふうに思っています。

○坂口委員 知恵はないことはないです。すご

い総合力を持っておられる。でも、こうやって

農家に所得を返していくんだということを、目

標に掲げたわけですから、ぜひ今までとちょっ

と違ったものが見えないと、延長線じゃないか

なという気がして。これは取りとめがないから、

今後、次の委員会から、もうこのことは言いま

せん。

以上です。

○緒嶋委員 やはりそういういろいろなものを

構築しながら、一方で流通をどうするか。フェ

リーは神戸だけでいいのか。やはり、関東のほ

うまで向けたフェリーとか、鉄道輸送をどうす

るかとか、トラック輸送をどうするかとか、そ

ういうものを含めた総合的なものがビジネスの

中で構築されなければ、それは付加価値をつけ

ても、輸送することでのコストをどう下げるか

というのが、宮崎県の農業の大きな仕組みになっ

ているわけですね。近隣の茨城とか千葉なんか

は、もう輸送コストはあんま考えんでいいわけ

です。関東を考えても。こちらはどうしても遠

いわけで、遠距離の農業の中で輸送コストとい

うか、いかに流通コストを下げるかということ

をもっと考えないと、やはり宮崎は、流通の中

では、ハンデを背負いながら競争しなきゃなら

んわけですね。そこあたりも十分考えながら、

このフードビジネスの中では最終的にはそこあ

たりでの競争になるわけですね。価値観を高め

ることで流通コストもそれの中でうまく消化で

きればそれでいいんだけれども、なかなかそこ

への限界もあるので、本当に宮崎のこの立地条

件、そこの高速道路も整備されると、その中で

はメリットも出てくるわけですけれども、やは

り、時間距離をいかに短くするか。距離そのも

のは、地理的な距離というのは短められんわけ

ですよね。時間、距離、その中でコストをいか

に少なくするためにはフェリーのことも考える。

これはフェリーの会社のこともあるから、なか

なかそう簡単にいかん。県でやるわけにもいか

ん。だけど、そういうことも含めて、総合的な

ものもテーマとして、私は考えておく必要があ

ると思うんですけれども、そのあたりの考え方

というのはどうですか。フードビジネス構築の

ための流通対策。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） まず、

フードビジネスの中で効率的な商流・物流を築
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いていくということは、大きなテーマとして、

坂口委員からも言われましたけれども、産地側

に立った、産地の利益になるような製造、物流

・商流をどう築いていくのか、これは、答えが

出ていませんけれども、システムをどうするかっ

ていうのはかなり大きな課題だと思っています。

一方で、本当の物流、物を運ぶ機関について

は、「復興から新たな成長へ」という基本方針の

中で、成長分野としてフードビジネスを掲げる

とともに、それを支えるものとして、交通・物

流の機能の充実ということを大きな課題として

掲げたところでございまして、その全体が成り

立って初めて成長局面ということでございます

ので、もともとフードビジネスの中で検討すべ

きことと、その外側として、もっと大きな問題

としてやるべきことはあるとは思いますけれど

も、いずれにしても、成長を描くための重要な

課題として取り組んでいきたいとは思っており

ます。

ただ、本当に難しい、どの交通機関をとって

も宮崎は非常に厳しいというのが実態でござい

ます。ただ、マイナスのことばかり考えても仕

方ありませんので、どうやったら一歩でも前に

出れるかという観点から取り組んでまいりたい

と思っております。

○緒嶋委員 ぜひお願いします。

○星原副委員長 今、各委員から出たとおりだ

と思うんですよね。その中で、我が宮崎県がこ

れから生き延びていくというか、宮崎県を守っ

ていくための一つの柱になるのがこのフードビ

ジネスかなというふうに思うんですが、それぞ

れ意見が出たとおりなんですが、４ページのこ

の表がこういう形で掲げてあるんですが、私は、

目指す姿のところに、先ほどから出てますよう

に、生産額１兆5,000億円という、こういう形と、

雇用の創出、農業所得の向上と書いてあるんで

すが、農業所得だけじゃなくて、県民所得の向

上だろうというふうに思うんですよね。そうし

たら、今度は逆に、この矢印が左から右に流れ

ているんですが、逆に右から左に流していった

場合にどういうふうに考えるかという、そういっ

たもので取り組まないと、流れていく中で、い

つの間にか、目標を達成したとかしなかったと

かという形になる。だったら、目指す姿に向かっ

てどういう形で、それぞれの年度がどういうふ

うにしていったら、平成25年度は何をどこまで

しとかないといけないのか、26年度はどういう

ふうにしとかないといけないのかという、逆の

考え方というのもあるんじゃないかな。そうい

うものの発想でいかないと、結局は、決められ

た形でやっているなという感覚でいって、終わっ

たときが、じゃあ、宮崎県の農業でも林業でも

漁業でもなんですが、担い手も後継者もいない

状況も生まれるんじゃないかなという、そうい

う懸念がするわけですよね。だから、最終的な

目指す姿に向かって、それぞれの年度ごとにど

う守れたか、守れないか、そういうのをチェッ

クしながら進むべきじゃないかなと、そういう

ふうに思っております。なかなか難しいことだ

というのは、今出ているとおりなんですが、そ

ういうことで進まないといけないのかなと私は

思います。何かあれば。

○井手フードビジネス推進課長 副委員長が

おっしゃるところ、私もその辺は考えておりま

して、１兆5,000億、これの分類、これは常任委

員会のほうでも聞かれたこともございまして、

どういうふうに進めていくのか。

今までの御質問の中にもありましたように、

県全体としての付加価値をどこにつけていくの

か。総体として、トータルとして付加価値が上
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がらなければ、１兆5,000億というのは到達でき

ない目標だと考えておりまして、それぞれ１次、

２次、３次の部分で付加価値がどういうふうに

ついていくのかということをいろいろ考えてお

ります。

ただ、今、この時点で、どれだけの付加価値

が足りなくて、それが１次産業にどれだけ、２

次産業、食品製造業にどれだけというところま

での分類はちょっといかないところであります。

なおかつ、あくまで、それは統計数字上の話

でございまして、実際、毎年度の統計の数字が

出てくるのは２年おくれ、３年おくれとなって

まいりますので、一つ一つの目標に関しまして

は、また別途個別に考えていく必要があろうか

と思っております。

○星原副委員長 我が宮崎県も、もともとが農

業県だとか食料供給県だとか言いながら、農商

工連携、６次産業化、フードビジネスと流れて

きているんですよ。もう本当、基本的なところ

は、みんな、もうわかっているんじゃないかな

と思うんですよ。どれだけの形で宮崎県がある

か。その中で、これから付加価値をいかにつけ

るかということが課題であって、生産、加工、

販売までの一連の流れに持っていかないといけ

ない。お隣の鹿児島県と比べると、加工の分野

でも多分３分の１ぐらいしかない。じゃあ、そ

こをどうするかということでありますから、そ

ういう考え方を、今後、どう位置づけしていく

のか。だから、最終的な目標が雇用の創出って

あるんですが、我々は地域にいても働く場所が

ない、働く場所がないと言われているんですよ。

だから、そういう若い人たちが都会で大学終わっ

て、帰りたくても帰れる場所がない。そういう

人たちを受け入れるためにも、どうしていくか

ということがないと、私は宮崎の将来はないん

じゃないのかなと、そういう思いがありますの

で、このフードビジネスというのは、非常にそ

ういう意味からも一つの宮崎の方向性を示して

いく最後の事業というか政策じゃないかなとい

う、ある部分ではそういう思いもありますので、

しっかりその辺を取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

○中野委員 済みません、要望。この６次産業

化、農商工連携、とにかくいろんな補助金が多

岐にわたっている。いろいろ相談を受けるとわ

からん。ある団体に行くと、中小企業は農商工

連携のリーフレットしか持っていないし、でき

たら、そういう一覧表をぴしっと農商工に、全

て網羅する補助金一覧、今、そういうのはあり

ますか。だから、連携、連携というけど、下の

ほうじゃ連携していないわけよ。

○井手フードビジネス推進課長 地域のネット

ワーク会議等で市町村や関係団体さんを集めた

会議等で、一応全部、今あるものを網羅して、

とじ込んだような資料集はつくりました。今後

は、それをもうちょっと見やすいものにしてい

きたいというふうに工夫をしてまいりたいと

思っております。

○中野委員 そういうのは最初につくらんとい

かんわな。知るために。ぜひ、それ、私、欲し

いので、ください。要望しておきます。

○岩下委員長 要望でございました。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、ないようでございま

すので、これで終わりたいと思います。

執行部の皆さん、ありがとうございました。

御退席いただいて結構でございます。

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩



-27-

平成25年11月１日（金曜日）

午前11時46分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項（１）の「県外調査について」でご

ざいます。

資料１をごらんください。お手元にあるでしょ

うか。

県外調査は、11月５日火曜から７日木曜にか

けて実施する予定でございます。

全体の行程については、資料のとおりでござ

います。

１日目、２日目については、前回の委員会で

御説明したとおりでございます。

３日目は、仙台市から東京に移動して、都道

府県会館の会議室で、午前中は、ＴＰＰ政府対

策本部の内閣参事官からＴＰＰ協定の直近の状

況について説明をいただき、午後は、宮崎県東

京事務所から、首都圏における宮崎牛の販売促

進に関する取り組みについて、宮崎牛の買い付

けをしている株式会社日本精肉店から流通の現

場での宮崎牛の評価等について御説明をいただ

くこととしております。

特別委員会の県外調査はこれで終了いたしま

すが、東京事務所主催の「はまゆう会」に参加

される方は、その後の行程表がありますので御

確認をいただきたいと思います。

出発日の11月５日は、宮崎空港ＪＡＬカウン

ター前に９時20分に御集合をお願いいたします。

協議事項（２）の次回の委員会につきまして

は、12月６日金曜日でございますが、行うこと

と予定しております。

執行部への説明、資料要求について、何か御

意見や御要望はありませんか。

先ほど中野委員の話の一覧表、フードビジネ

スのいろいろな一覧表、これは全員に配付とい

うことでよろしいんでしょうか。いかがでしょ

う。御意見をお聞かせください。

○鳥飼委員 お願いします。

○岩下委員長 一覧表の資料の方は次回全員に

配付するという方向で、次回委員会の調査事項

については、正副委員長に一任ということでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 そのように準備させていただき

ます。

最後になりますが、協議事項（３）の「その

他」でございますが、委員の皆様から何かござ

いませんか。

○鳥飼委員 実は、前回のこの特別委員会と農

政の委員会の合同審査会の件なんですけれども、

私は出席していないんです。前回もそういうお

話があったときに、公式の委員会というふうな

受けとめ方を私がしていなかったものですから、

それは欠席しますけれども、いいんじゃないで

しょうかというお話をしたんですが、やはり合

同の審査会ということになれば、ここは特別委

員会ですから、ここはここの特別の任務でやる

わけですから、やっぱり常任委員会と常任委員

会が組んで合同審査をやるとか、そういう形を

今後はしていったほうがいいんじゃないかなと。

前例としないほうがいいんじゃないかなという

ふうな気がしておりますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

○岩下委員長 常任委員会と特別委員会ではな

くて、常任委員会同士の中での合同審査会で。

○鳥飼委員 合同審査会がそういうものです。

○岩下委員長 今、御意見をいただきましたけ

ども、それでよろしいでしょうか。

○坂口委員 過去、二十何年の間に１回だけ、



-28-

平成25年11月１日（金曜日）

入札制度改革に係る合同審査会をやったという

記憶しかない。常任委員会同士の。

○岩下委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、再度申し上げますが、

次回の委員会としての活動は、11月５日から県

外調査となっております。午前９時20分に宮崎

空港集合となっておりますので、よろしくお願

いいたします。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。御

苦労さまでした。

午前11時51分閉会


